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古河市スポーツ協会の活動について(通知)第 30号 

 

日頃より当協会の活動にご理解、ご協力を賜り深く感謝申し上げます。 

 さて、3月 9日、茨城県の発表にて県内の小学生等について、感染児童が急増していることから、

3月 14日から 18日まで小学生の対策を強化すると発表されました。 

 つきましては、市内の感染状況等も踏まえ、古河市スポーツ協会の活動においても、小学生が 

所属している競技団体におかれましては、活動を古河市スポーツ少年団に準じた対応を講じていた

だくようお願い申し上げます。 

記 

 

１ 古河市スポーツ協会の決定について 

  3月 14日(月)から 3月 18日(金)までの古河市スポーツ協会に属する団体の 

会員(小学生以下)について、「全ての活動」を禁止とする。 
 

２ 決定理由 

  3月 9日、茨城県の発表を受け、古河市教育委員会において 3月 14日(月)から 3月 18日(金) 

までの古河市スポーツ少年団に属する団体の「全ての活動」を禁止としたため。 
 

３ 古河市スポーツ少年団への通達内容(参考) 

  3月 14日(月)から 3月 18日(金)までの古河市スポーツ少年団に属する団体の 

「全ての活動」を禁止とする。 
 

４ 補  足 

  茨城県の発表とは、 

  ●県内すべての小学生で、地域の感染状況に応じて、リモート学習または分散登校を実施。 

   小学 6年生は対象外(卒業式及びその準備への配慮) 

  ●古河市においては、リモート学習(1～5年生)の対応となります。 
 

５ その他 

  今後の状況等により、制限の内容が変わる場合があります。 

最新情報は、随時、古河市スポーツ協会ホームページによりご確認いただけます。 
 

【問合せ先】 

〒306-0204 古河市下大野 2528 イーエスはなもも体育館内 

古河市スポーツ協会事務局 TEL92-0555／FAX92-8383  


